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 議案第６号参考資料  

   利根町職員の給与に関する規則 （新旧対照表）  

改正後 改正前 

 （自動車等使用者の支給額）   

第１２条の７ 給与条例第１２条の３第２項第２号の規則で

定める額は，次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分

に応じ，当該各号に定める額とする。  

 

(1) 片道５キロメートル未満 ２，０００円  

(2) 片道５キロメートル以上１０キロメートル未満 ４，

２００円 

 

(3) 片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満  

７，３００円 

 

(4) 片道１５キロメートル以上２０キロメートル未満  

１０，４００円 

 

(5) 片道２０キロメートル以上２５キロメートル未満  

１３，５００円 

 

(6) 片道２５キロメートル以上３０キロメートル未満  

１６，６００円 

 

(7) 片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満  

１９，７００円 

 

(8) 片道３５キロメートル以上４０キロメートル未満  

２２，８００円 

 

(9) 片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満  

２５，９００円 

 

(10) 片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満  

２９，１００円 

 

(11) 片道５０キロメートル以上５５キロメートル未満   
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３２，３００円 

(12) 片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満  

３５，５００円 

 

(13) 片道６０キロメートル以上 ３８，７００円  

（駐車場等に係る通勤手当の額）  

第１２条の１７ 給与条例第１２条の３第５項第１号の規則

で定める額は，次の各号に掲げる場合の区分に応じ，当該

各号に定める額（その額が５，０００円を超える場合にあ

っては，５，０００円）とする。 

 

２ １の駐車場を利用する場合 次の各号に掲げる場合の区

分に応じ，当該各号に定める額とする。  

 

 (1) 月を単位として駐車場等の料金が定められている場

 合 当該料金の額 

 

 (2) 駐車場等の料金を定める期間（月又は年によって定め

 た期間に限る。）が２以上の月にわたる場合 当該料金

 の額をそのわたる月の数で除して得た額（その額に１円

 未満の端数があるときは，その端数を切り捨てた額）  

 

 (3) 同項第１号及び第２号に掲げる場合以外の場合  町

長の定める額 

 

３ ２以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等

について前項各号に定める額を合計した額  

 

 

   附 則  

 この規則は，令和８年４月１日から施行する。  


